
4 

 

 

 

～ストレスチェック制度を活用してみましょう～ 

ストレスチェック制度を御存知ですか。2014 年の改正労働安全衛生法により、50 人以上の事業場において実

施が義務化されました。ストレスチェックは、働いている人のストレスの程度を調べて、ストレス状況への気づき

を促し、メンタルヘルスの不調を未然に防ぐためのものです。皆さんの職場ではストレスチェック制度は導入され

ていますか。体の健康診断は 1 年に 1 回受けているのですから、心の健康診断であるストレスチェックも是非受け

ていただきたいものです。職場でストレスチェックを受けていない方は、公立学校共済組合がホームページ上で無

料で提供している「心のセルフチェックシステム」を利用して、御自身の心の健康をチェックしてみましょう。 

ストレスチェックで、ストレスが高いという結果が出たときには、心を休めること

を意識して過ごしましょう。まずは睡眠をしっかりとることをお勧めします。睡眠に

よって脳や体が休息できると、心の健康度もアップします。そして、次にお勧めなの

は、五感（視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚）に働きかける活動です。私は小さな菜園

で季節の野菜を育てています。小さな種から芽が出て成長していく姿は見ているだけ

でワクワクしますし、土の匂いや感触にも癒されます。屋外での活動なので、鳥のさ

えずりや雨音など自然の音も心地良いです。そして、最後には自分で育てた新鮮な野

菜をパクリ！ 幸せを感じる瞬間です。どうぞ皆さんも五感を刺激してストレスを解消してみませんか。 

「ストレスチェックの結果の見方がわからない」、「ストレスへの対処の仕方が分からない」などで困っておられ

る方は、当院のメンタルヘルス相談をお気軽に御利用ください。 

公立学校共済組合中国中央病院 

メンタルヘルス相談（https://www.kouritu-cch.jp/association/mental-health） 

 

 

 

 

無記名による簡単なアンケート形式の設問により、約 10 分程度で、心の健康状態をチェックできます。心の健

康のセルフケアにお役立てください。      ※ 労働安全衛生法に基づくストレスチェックとは異なります。 

 

１ アクセス 

  広島支部 HP にあるバナー又は下の QR コードからアクセスし、「セルフチェック」のボタンをクリックして

ください。 

 

 

 

 

（https://kokoronokenkou.jp/Stress/LoginPortal.aspx） 

 

２ 運用時間 

システムは６時から 24 時まで御利用いただけます。 

ただし、毎月第 3 土曜日の 18 時から日曜日の６時までは、メンテナンスの為御利用いただけません。 

健康管理係     

（082）513-4956 

 

 

 

初回ログイン ID：teacher 

パスワード：teacher2024 

（注）半角英数小文字  
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